
平成 26年 9月 30日 

 

 二 宮 町 町 長  坂 本 孝 也  様 

  

                               まちづくり工房「しお風」                                    

代 表  神 保 智 子 
 

 

                  公開質問状について 

  

 
「しお風」は、住民が主役の『共育のまちづくり』を進めることが夢。その夢の実現に向けて、  

一住民の立場から取材を行い、現状を把握し、町への課題提起や提案をし、行動を起こしてきま

した。 

 いつも活動を継続するには労力、資力的にも厳しい状況でしたが、町民の皆様にご協力いただ

き、地道に 15年近く活動を続けてきました。 

その結果「かながわボランタリー活動奨励賞」「子ども若者育成・子ども支援功労者」大臣表彰、

神奈川新聞社「神奈川地域社会事業賞」等も受賞するなど二宮町内で実践してきたまちづくり活

動が県内や国でも評価されることができました。 

  

 今年の 9 月初旬に町長が「『しお風』を町長が告訴する」と言っているということを耳にして、

議会会議録を調べてみて、驚きました。 

6月 12日に開催された本会議で坂本町長が答弁の中で「この間の「しお風」もそうですけれど

も、内容がでたらめです」。 

7月 25日に開催された全員協議会で議長が「ただいまの休憩中に「しお風」への対応について

執行者側と弁護士の回答を見てから対応するということでまとまった」と記載されていました。 

  

もし、町長が法的根拠もなく、町民を告訴するとなったら、又議会がこのような発言に反論し

なかったとなると憲法や自治法にも抵触する大変大きな問題です。 

 しかし、当事者となっている「しお風」は内容が何もわかりませんので、質問して明確にした

いと思います。 

  

 つきましては、添付しました回答書に記載していただき、10月 15日までにご回答をいただけれ

ばと思います。大変お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 

なお、一連の結果は「しお風つうしんブログ」で公表し、概要は地域コミュニケーション紙「し

お風」に掲載したいと思います。 

  

 

以 上 

 

事務担当は、まちづくり工房「しお風」神保 ☎090-3142-9358  shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

       〒259-0123 二宮町二宮 1931-3 

  



回 答 書 
 

質問 1  

「しお風」の内容がでたらめだという箇所を添付した地域コミュニケーション紙「しお風」にご

指摘いただき、間違いを指摘する説明とその内容がわかる情報をいただけたらと思います。 

                           

                               

                           

                           

                              
 

質問 2  

7月 25日に開催された全員協議会休憩時間にどのようなお話をなさったのか教えてください。 

                             

                            

                                        

                           
 

質問 3  

町は「しお風」にどのような対応することになったのか、またその理由を教えてください。 

                                    

                               
 

質問 4  

憲法 21条で保障されている「言論の自由」に照らして、今回発言されたことをどのようなお考え

でなさったのか教えてください。 

                           

                            
 

質問 5  

二元代表制や協働のまちづくりの視点から、首長の在り方をどうお考えか教えてください。 

                           

                           

                             



 

平成 26年 9月 30日 

二宮町議会議長様 

                                まちづくり工房「しお風」                                    

代 表  神 保 智 子 
 

                  公開質問状について 

  
「しお風」は、住民が主役の『共育のまちづくり』を進めることが夢。その夢の実現に向けて、  

一住民の立場から取材を行い、現状を把握し、町への課題提起や提案をし、行動を起こしてきま

した。 

 いつも活動を継続するには労力、資力的にも厳しい状況でしたが、町民の皆様にご協力いただ

き、地道に 15年近く活動を続けてきました。 

その結果「かながわボランタリー活動奨励賞」「子ども若者育成・子ども支援功労者」大臣表彰、

神奈川新聞社「神奈川地域社会事業賞」等も受賞するなど二宮町内で実践してきたまちづくり活

動が県下や国でも評価されることができました。 

  

 今年の 9 月初旬に町長が「『しお風』を町長が告訴する」と言っているということを耳にして、

議会会議録を調べてみて、驚きました。 

6月 12日に開催された本会議で坂本町長が答弁の中で「この間の「しお風」もそうですけれど

も、内容がでたらめです」。 

7月 25日に開催された全員協議会で議長が「ただいまの休憩中に「しお風」への対応について

執行者側と弁護士の回答を見てから対応するということでまとまった」と記載されていました。 

  

もし、町長が法的根拠もなく、町民を告訴するとなったら、又議会がこのような発言に反論し

なかったとなると憲法や自治法にも抵触する大変大きな問題です。 

 しかし、当事者となっている「しお風」は内容が何もわかりませんので、質問して明確にした

いと思います。 

  

 つきましては、添付しました回答書に記載していただき、10月 15日までにご回答をいただけれ

ばと思います。大変お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 

なお、一連の結果は「しお風つうしんブログ」で公表し、概要は地域コミュニケーション紙「し

お風」に掲載したいと思います。 

  

 

以 上 

 

 

 

 

 

事務担当は、まちづくり工房「しお風」神保 ☎090-3142-9358  shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

       〒259-0123 二宮町二宮 1931-3 

 



回 答 書 
質問 1  

「しお風」の内容がでたらめだというようなことを議会本会議場で坂本町長が根拠も示さず、発

言されたことについて、どのようにお考えでしょうか。 

                             

                                

                              
 

質問 2  

7月 25日に開催された全員協議会休憩時間にどのような話し合いをなさったのか、また「しお風」

への対応をどうなさると決定したのか教えてください。 

                           

                             
 

質問 3  

会議録によると休憩時間中に坂本町長が町民を弾圧するような行為をしようといる発言に議会全

体が認め、議会も「いわれなき中傷」を受けたと非公式な場で話し合い、これを正式に会議録に

「合意が取れた」と記載しています。これは、憲法、地方自治法、議会基本条例に照らして問題

はないのでしょうか。その理由を教えてください。 

                             

                                

                           
 

質問 4  

一連の町の不可解な土地売買について、議会が問題にしない理由を教えてください。それを踏ま

えて、「いわれなき中傷」とはどのようなことをご指摘されているのでしょうか。教えてください。 

                             

                                

                           
 

質問 5 

会議録によると近藤議員が住んでいる土地の取得について政治倫理上問題ないと議会が合意した

ように見受けられますが、その見解を教えてください。 

                             

                                                      


